
（Ｒ８．４．１～）

予定価格

500万円

①「調査基準価格（低入札調査価格）」　　

②「失格判断基準価格」

予定価格

500万円

未満

③「最低制限価格」 　　 ※算出式は、低入札価格調査制度の調査基準価格と同じ

予定価格

250万円

以上

※予定価格の１０分の８（測量業務にあっては１０分の８．２，地質調査業務にあっては１０分の８．５）を超える場合にあっては、予定価格の１０分の８
　 （測量業務にあっては１０分の８．２、地質調査業務にあっては１０分の８．５）とし、１０分の６（地質調査業務にあっては、３分の２）に満たない場合
　 にあっては、１０分の６（地質調査業務にあっては、３分の２）とする。

※市長が特に必要であると認めるときは、最低制限価格を予定価格に１０分の８（測量業務にあっては１０分の８．２、地質調査業務にあっては１０分
 　の８．５）を乗じたものから１０分の６（地質調査業務にあっては、３分の２）を乗じたものまでの範囲で適宜設けることができる。

※市長が特に必要であると認めるときは、失格判断基準価格を予定価格の１０分の８（測量業務にあっては１０分の８．２、地質調査業務にあっては
 　１０分の８．５）を乗じたものから１０分の５（地質調査業務にあっては、３分の２）を乗じたものまでの範囲で適宜設けることができる。

　関係書類提出・事情聴取により審査

※予定価格の１０分の８（測量業務にあっては１０分の８．２，地質調査業務にあっては１０分の８．５）を超える場合にあっては、予定価格の１０分の８
 　（測量業務にあっては１０分の８．２、地質調査業務にあっては１０分の８．５）とし、１０分の６（地質調査業務にあっては、３分の２）に満たない場合
 　にあっては、１０分の６（地質調査業務にあっては、３分の２）とする。

●それぞれの業務区分に応じて、予定価格算出の基礎となった、別表２の１～４の経費の合計金額（千円未満の端数切捨て）を入札価格が下回る
　 入札は失格

※市長が特に必要であると認めるときは、調査基準価格を予定価格に１０分の８（測量業務にあっては１０分の８．２、地質調査業務にあっては１０分
 　の８．５）を乗じたものから１０分の６（地質調査業務にあっては、３分の２）を乗じたものまでの範囲で適宜設けることができる。

（２）最低制限価格対象
地方自治法施行令第１６７条の１０②　「確保できない・公正な取引を乱すおそれある場合」

●それぞれの業務区分に応じて、予定価格算出の基礎となった、別表１の１～４の経費の合計金額（千円未満の端数切捨て）を入札価格が下回る
 　入札は失格

　●それぞれの業務区分に応じて、予定価格算出の基礎となった、別表１の１～４の経費の
　　合計金額（千円未満の端数切捨て）を入札価格が下回る入札は低入札調査

業務に係る低入札価格調査制度及び最低制限価格制度について

山県市

以上

（１）低入札価格調査対象
地方自治法施行令第１６７条の１０①　「確保のため特に必要な場合」

※予定価格の１０分の８（測量業務にあっては１０分の８．２，地質調査業務にあっては１０分の８．５）を超える場合にあっては、予定価格の１０分の８
　 （測量業務にあっては１０分の８．２、地質調査業務にあっては１０分の８．５）とし、１０分の５（地質調査業務にあっては、３分の２）に満たない場合
　 にあっては、１０分の５（地質調査業務にあっては、３分の２）とする。



別表１（調査基準価格／最低制限価格　算出方法一覧）

業務区分 1 2 3 4

測量業務 直接測量費の額 測量調査費の額
諸経費の額に１０分
の４．８を乗じた額

建築コンサルタント業
務

直接人件費の額 特別経費の額
技術料等経費の額に
１０分の６を乗じた額

諸経費の額に１０分
の６を乗じた額

建設コンサルタント業
務

直接人件費の額 直接経費の額
その他原価の額に１
０分の９を乗じた額

諸経費の額に１０分
の４．８を乗じた額

地質調査業務 直接調査費の額
間接調査費の額に１
０分の９を乗じた額

解析等調査業務費の
額に１０分の８を乗じ
た額

諸経費の額に１０分
の４．８を乗じた額

補償コンサルタント業
務

直接人件費の額 直接経費の額
その他原価の額に１
０分の９を乗じた額

一般管理費等の額に
１０分の４．５を乗じた
額

公園等の維持管理業
務

直接工事費の額に１
０分の９．７を乗じた
額

共通仮設費の額に１
０分の９を乗じた額

現場管理費の額に１
０分の９を乗じた額

一般管理費等の額に
１０分の６．８を乗じた
額

警備業務 直接人件費の額 直接物品費の額
業務管理費の額に１
０分の３を乗じた額

一般管理費等の額に
１０分の３を乗じた額

ビルメンテナンス業務 直接人件費の額 直接物品費の額
業務管理費の額に１
０分の３を乗じた額

一般管理費等の額に
１０分の３を乗じた額

上記以外の業務
人件費、物件費等の直
接経費（業務原価）の
額の１０分の８

上記以外の業務（業
務原価等の経費の内
訳が明確でないもの）

予定価格の１０分の６



別表２（失格判断基準価格　算出方法一覧）

業務区分 1 2 3 4

測量業務 直接測量費の額 測量調査費の額
諸経費の額に１０分
の２．８を乗じた額

建築コンサルタント業
務

直接人件費の額 特別経費の額
技術料等経費の額に
１０分の５を乗じた額

諸経費の額に１０分
の４．５を乗じた額

建設コンサルタント業
務

直接人件費の額 直接経費の額
その他原価の額に１
０分の９を乗じた額

諸経費の額に１０分
の２．５を乗じた額

地質調査業務 直接調査費の額
間接調査費の額に１
０分の９を乗じた額

解析等調査業務費の
額に１０分の７を乗じ
た額

諸経費の額に１０分
の２．８を乗じた額

補償コンサルタント業
務

直接人件費の額 直接経費の額
その他原価の額に１
０分の９を乗じた額

一般管理費等の額に
１０分の２を乗じた額

上記以外の業務
人件費、物件費等の直
接経費（業務原価）の
額の１０分の７

上記以外の業務（業務
原価等の経費の内訳
が明確でないもの）

予定価格の１０分の５


